
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

平成２６年１０月、宇部市立原保育園敷地

内において発生した掲揚ポールの倒壊によ

る人身事故に係る損害賠償の額を定めるも

のであり、妥当なものと認めた。

平成２９年６月、桃山中学校新体育館の建

設予定地において発生した高圧ケーブル切

断事故に係る損害賠償請求調停申立事件に

関し、調停を成立させることについて、市

議会の議決を求めるものであり、妥当なも

のと認めた。

原 案 可 決

 文 教 民 生 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年(2022年)６月２７日  

議 案
第 ４ ７ 号

調停の成立について 原 案 可 決

  宇部市議会議長  河　崎　　　運    様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文教民生委員長  山　下　節　子   

記

議 案
第 ４ ６ 号

損害賠償の額を定める件


